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１ 男女共同参画申出処理制度 平成１９年度実績

(1) 男女共同参画申出処理委員

男女共同参画申出処理委員には、学識経験者、企業経営者、弁護士のそ

れぞれの分野から、男女共同参画の視点を備えた委員が委嘱されました。

【平成１９年度男女共同参画申出処理委員】

岡田 眞美子 兵庫県立大学環境人間学部教授

尾崎 史朗 モロゾフ㈱取締役

宮内 俊江 弁護士

(2) 申出状況

平成１９年（２００７年）度は平成１８年（２００６年）度からの継続

案件となっていた２件の申出を取り扱いました。いずれも私人間の人権侵

害事案にかかる申出です。

（平成19年４月１日～平成20年３月31日）申出一覧

申出内訳 件数

人権侵害 ２

県の施策 ０調査対象事案

２小 計

０調査対象外事案

２合 計

【参考】

なお、制度が始まった平成１４年（２００２年）１０月１日からこれま

での申出状況は次のとおりです。

申出一覧 人権侵害事案一覧（種類別）（平成14年10月１日～平成20年３月31日）

申出内訳 件数 項 目 件数

３(⑭) １(⑭)セクシュアル・

５(⑮) ６ ２(⑮)ハラスメント関連

16 ３(⑯) ３(⑯)人権侵害

２(⑰) ２ １(⑭)ドメスティック・

３(⑱) １(⑰)調査対象事案 バイオレンス関連

その他の県の施策 １(⑭)

１(⑮)性差別的行為

１７ １(⑮)小 計 家族関係

３(⑭) その他 １(⑭)

８ １(⑮) ６ １(⑮)調査対象外事案 （ ）男女共同参画関連

３(⑯) １(⑰)

１(⑱) ３(⑱)

２５ １６合 計 合 計

※⑭～⑱は、該当する年度で受け付けをした件数を表す。
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(3) 申出処理内容（個別概要）

【整理番号18-②】
職場の同僚による、女性に対する差別意識に基づく暴力行為及びその後の言
動等についての申出

申出者から詳しい申出の趣旨及び内容についての説明を聴くとともに、対
相手方並びに職場の上司及び同僚から事情を聴き、処理方針の検討を行う応
などの調査を進めてきたところ、男女共同参画を阻害する要因によって人

（

権侵害があったとまでは認定できなかったが、職場における男女共同参画完
に対する認識の低さ及びその取組が不十分であると認められたため、職場了
に対し、男女共同参画に関する意識を向上させ、働きやすい職場づくりに

）

努めるよう是正を要望した。

【整理番号18-③】
産休を理由とした退職要求及び産休取得後に雇用契約を更新しない不当性に
ついての申出

申出者から詳しい申出の趣旨及び内容についての説明を聴くとともに、対
相手方から事情を聴き、処理方針の検討を行うなどの調査を進めてきたと応
ころ、相手方に改善すべき点が存在したので、雇用の分野における男女の

（

均等な機会及び待遇の確保等に関する法律が平成１８年６月に改正された完
趣旨にものっとり、妊娠、出産等を理由とする女性労働者への不利益な取了
扱いを行わないようにするとともに、雇用主体及び雇用条件を明確にする

）

ことが必要である旨を助言した。

(4) 申出処理状況

平成 年19
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月4 5 5 6 7 9 9 10 108 8
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日17 8 22 12 24 7 21 11 11 3025

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○18 ｰ②
☆ ☆ ☆ ◎[完了]

○ ○ ○ ○ ○ ○18 ｰ③
☆ ◎[完了]

（注）１ すべての案件について、委員の合議により調査・処理方針の決定を行った。
２ 処理方針の検討は○、申出者・関係者への面談は☆、処理方針の決定は◎で
表している。
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(5) 男女共同参画申出処理制度の成果と今後の課題

平成１９（２００７）年度申出処理委員が取り扱った案件は２件で、い

ずれも平成１８（２００６）年度からの継続案件です。これらの案件から

制度の運用に関して検討すべき課題が明らかになりました。

男女共同参画申出処理制度は、平成１４年１０月から運用を開始し、男

女共同参画社会づくり条例及び同条例施行規則等に基づき対応してきたと

ころですが、同条例等に運用に関する定めがないときは、民事調停法、民

事調停規則に準拠することとしました。

また、さらなる運用上の取り扱いを明確にするため、これまでの実績を

踏まえ、この制度の運用上の取り決めをルール化しようと考えています。

さらに、調査を開始した申出については、申出者や相手方、関係者に面

談等の調査を行い、その調査結果に応じて、相手方や関係者に助言等を行

っていますが、その助言等の内容に基づいて改善されなければ意味があり

ません。確実に履行されていることを見届け、二度と同じことが起こらな

いようにフォローしていくことも忘れてはならない大切なことだと認識し

ています。

申出処理制度は、県民の皆さんに知っていただくことが何よりも重要で

す。このため、県のホームページでの紹介をはじめ、男女共同参画に関す

るフォーラム等の場での広報や、日頃相談業務に従事されている県や市の

女性問題相談員の会議の場において、この制度についての紹介などを行っ

てきました。

この制度を利用しようとする県民の皆さんが、気軽に利用できるよう、

今後さらにこの制度を周知していく必要があると考えています。
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２ 男女共同参画申出処理制度の概要

男女共同参画申出処理制度は、平成１４（２００２）年４月１日に施行し

た男女共同参画社会づくり条例第２５条に基づき、同年１０月１日からスタ

ートしました。３人の申出処理委員が、公平・中立の立場から、男女共同参

、 、画に関する私人間の人権侵害や県の施策についての申出に対し 必要な検討

調査などを行い、必要があると認めるときは、助言等を行います。

３ 男女共同参画申出処理制度の利用

(1) 申出方法

県内に在住・在勤・在学する方は、原則書面により申出をすることがで

きます。

本年次報告書巻末の様式により、郵送又はＦＡＸにより申出処理委員事

務局（兵庫県企画県民部県民文化局男女青少年課男女家庭室）に送付して

いただきます。申出書には、申出の趣旨をできるだけ詳しく記載してくだ

。 、 。さい 必要があれば 別に参考になる資料等を添付いただいても結構です

申出書から申出の趣旨が十分に確認できない場合には、申出処理委員の判

、 。断により 必要に応じて面談等もさせていただきますのでご安心ください

なお、匿名による申出や電話による申出は受け付けておりません。

(2) 調査対象となる申出

本制度で調査の対象となる申出は、次の２種類に分けられます。

① 県の施策についての申出

県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策や、男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての申出

② 私人間の人権侵害にかかる申出

男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権の侵害についての申出

（男女共同参画社会づくり条例第25条第2項より）
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私人間の人権侵害にかかる申出（②）としては、例えば、配偶者等から

の暴力やセクシュアル・ハラスメント、性別による差別的な取り扱いを受け

た場合などが考えられます。

(3) 調査対象とならない申出

次に掲げる相談の申出については、調査をしないこととなっています。

【調査をしない事項】

・裁判所において係争中の事案及び判決により確定した事案に関する事項

・行政庁において審理中の不服申立てに係る事案及び裁決又は決定により確定し

た事案に関する事項

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（いわゆ

る「男女雇用機会均等法 ）第13条第１項の規定による紛争の解決の援助又は」

同法第14条第１項の規定による調停の対象となる事案に関する事項

・条例又はこの規則の規定に基づく申出処理委員の行為に関する事項

・その他申出処理委員が調査することが適当でないと認める事項

（男女共同参画社会づくり条例施行規則第５条より）

、 、 、また 別の法制度上の機関などが より迅速・適切な解決に導く場合は

「調査をしない事項」として、該当機関などを紹介するにとどめ、調査を

進めないこともありますが、申出処理委員は申出書や申出者の面談等を通

じて、申出者の立場に立って申出の趣旨をくみ取り、調査を進めるかどう

かを慎重に判断します。



- 6 -

(4) 申出処理制度の流れ

申出のあった事案は、一般的に次のような流れにそって申出処理委員が

取り扱います。

○男女共同参画申出処理委員事務局まで郵送又はＦＡ

Ｘで申し出てください。申出 申出書の提出（ ）

○申出者が県内在住・在勤・在学者であるかなどのほ

か、申出書の内容から、この制度を利用することが要件の確認

適切であるかどうかを申出処理委員が確認します。

○必要に応じて、申出の趣旨を確認するために面談等

を行うことがあります。

○調査に至らない場合であっても、私人間の人権侵害

事案については、必要に応じて、申出者の了解を得

たうえで、配偶者暴力相談支援センター（県立女性

家庭センター）等の関係機関に関する情報提供を行

うことがあります。

○事実確認のため、申出者や関係者との面談を通じて

説明を受けたり、資料収集等を行いながら、委員３調 査

人の合議により処理方針を決定します。

（必要に応じて）

○調査の結果、申出処理委員が必要があると認めると

きは、県の施策についての提案は、施策に関する助

言、指導、勧告等を、私人間の人権侵害についての助言・指導など

申出は、関係者等に対して、助言、是正の要望等を

行います。
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４ 関係規定

(1) 男女共同参画社会づくり条例（兵庫県条例第１１号 （平成１４年３月２７日公布））

目次

前文

第１章 総則（第１条－第８条）

第２章 男女共同参画社会づくりに関する基本的施策（第９条－第22条）

第３章 男女共同参画社会づくりのための基盤の整備（第23条－第25条）

第４章 雑則（第26条）

附則

すべての人は、個人として尊重され、法の下に平等であり、男女の人権は、性別にかかわりなく尊

重されなければならない。

兵庫県では、男女共同参画社会の実現に向けて、国際社会や男女共同参画社会基本法の制定等国内

の動向を踏まえて、様々な取組を進めてきたところであるが、あらゆる形態の暴力等の人権侵害、人

為的につくられた性別観や性別による固定的な役割分担を前提とした制度や慣行が依然として存在し

ている。

こうした中で、少子高齢化の一層の進行等の社会経済情勢の急速な変化に対応し、県民一人一人が

真に豊かで、安心と生きがいを持てる生活を実現していくためには、性別にとらわれることなく、男

女が共にその個性と能力を十分に発揮できる環境を整備することが強く求められている。

阪神・淡路大震災における県民やボランティア団体等の活動が被災者の支援や被災地の復興を支え

る役割を果たしてきたことは、県民一人一人から始まる自発的かつ自律的な活動が社会を支え発展さ

せていく新たな原動力となるものであることを示した。

この貴重な教訓を生かし、すべての県民の人権が平等に保障されるとともに、男女が自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、共に責任を分かち合う男女共同

参画社会の早期実現を目指していかなければならない。

このような認識に基づき、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、県、県民、事業者及

び団体の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社

会づくりを総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

第１章 総則

（定義）

第１条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

、 、 。的及び文化的利益を享受することができ かつ 共に責任を担うべき社会を形成することをいう

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言

動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。

（基本理念）

第２条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

２ 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割

分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又

は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものとするよう

に配慮されなければならない。

３ 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団

体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。

、 、 、 、４ 男女共同参画社会の形成は 家族を構成する男女が 相互の協力と社会の支援の下に 子の養育
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、 、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし かつ

当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

５ 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

６ 男女共同参画社会の形成に当たっては、男女が、互いの性を尊重するとともに、その身体につい

ての理解を深め、生涯にわたり共に健康な生活を営むことができるように配慮されなければならな

い。

７ 男女共同参画社会の形成は、県民一人一人が互いの人権を尊重しつつ、地域社会の一員としての

自覚と責任を持って、自発的かつ自律的に男女共同参画社会の形成のための活動に参画するととも

に、当該活動に参画する他のものと協働して当該活動に取り組むことを旨として、行われなければ

ならない。

（県の責務）

第３条 県は、前条各項に定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」と

いう ）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下。

同じ ）を総合的に策定し、及び実施するものとする。。

２ 県は、男女共同参画社会の形成の促進に当たり、県民、事業者、各種の団体、市町、他の都道府

県、国等と連携し、及び協働して取り組むものとする。

（県民の責務）

第４条 県民は、男女共同参画社会の形成について理解を深め、男女共同参画社会の形成に寄与する

よう努めるとともに、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力しなければ

ならない。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、その事業活動が男女共同参画社会の形成と密接な関係にあることを自覚し、男女

共同参画社会の形成に寄与するよう努めるとともに、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策に協力しなければならない。

（団体の責務）

第６条 県民が行い、又は県民のために行われる自発的で自律的な活動を行う団体（以下「団体」と

いう ）は、その活動が男女共同参画社会の形成と密接な関係にあることを自覚し、男女共同参画。

社会の形成に寄与するよう努めるとともに、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策に協力しなければならない。

（性別による差別的取扱い等の禁止）

第７条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

２ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメ

ントを行ってはならない。

３ 何人も、家庭等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行っ

てはならない。

（公衆に表示する情報に関する留意）

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び暴力的行為を助長

し、又は連想させる表現並びに著しく性的感情を刺激する表現を行わないよう努めなければならな

い。

第２章 男女共同参画社会づくりに関する基本的施策

（男女共同参画計画）

第９条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第14条第１項に規定する都道府県

男女共同参画計画（以下「男女共同参画計画」という ）を定めるに当たっては、県民の意見を反。

映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

２ 知事は、男女共同参画計画を定めるに当たっては、附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20

号）第１条第１項に規定する男女共同参画審議会（以下「審議会」という ）の意見を聴くものと。

する。

３ 前２項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第10条 県は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮するものとする。

（県民等の理解を深めるための措置）

第11条 県は、男女共同参画社会の形成に関する県民、事業者及び団体の理解を深めるよう適切な措
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置を講ずるものとする。

（雇用の場における取組）

第12条 事業者は、男女共同参画社会の形成のため、雇用の場において、次の各号に掲げる取組を行

うよう努めなければならない。

(1) 職業生活における活動と家庭生活における活動との両立に向けた環境整備

(2) セクシュアル・ハラスメントの防止

(3) 事業活動における方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保

２ 知事は、男女共同参画社会の形成の促進に必要があると認めるときは、事業者に対し、前項各号

に掲げる取組の状況について報告を求めることができる。

３ 知事は、前項の報告により把握した状況を取りまとめ、公表するものとする。

４ 知事は、第２項の報告があったときは、当該事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことがで

きる。

（事業者との協定）

第13条 知事は、事業者が事業活動において男女共同参画社会の形成を促進するために行う自主的な

取組を促進するため、前条第１項各号に掲げる事項について、事業者と協定を締結することができ

る。

（個人で営む事業における男女の共同参画の推進）

第14条 県は、個人で営む事業において、家族従事者が経営の方針の立案及び決定に共同して参画す

る機会を確保するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

（家庭生活における活動と他の活動との両立の推進）

第15条 県は、男女が共に家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両立する

ことができる環境整備の推進に必要な措置を講ずるものとする。

（男女共同参画社会の形成に関する教育の推進）

第16条 県は、学校教育及び社会教育における男女共同参画社会の形成に関する教育を推進するもの

とする。

（附属機関等における構成員の男女の均衡）

第17条 県は、その設置する附属機関等の委員その他の構成員を任命し、又は委嘱する場合には、積

極的改善措置を講ずることにより、構成員の数について、できる限り男女の均衡を図るよう努める

ものとする。

（調査研究）

第18条 県は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するもの

とする。

（市町等に対する支援）

第19条 県は、男女共同参画社会の形成の促進に関して市町が実施する施策及び県民、事業者又は団

体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるものとする。

（財政上の措置）

第20条 県は、男女共同参画社会の形成を促進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとする。

（県民等の意見の反映）

第21条 県は、男女共同参画社会の形成の促進のための施策の適切な策定及び実施に資するため、県

民、事業者、団体又は市町の意見を県の施策に反映させるよう必要な施策を講ずるものとする。

（年次報告）

第22条 知事は、毎年、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を明らかにする年次

報告を作成し、これを公表するものとする。

第３章 男女共同参画社会づくりのための基盤の整備

（推進体制の整備）

第23条 県は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、必

要な推進体制を整備するものとする。

（男女共同参画推進員の設置）

第24条 県民が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する活動並びに当該活動を行う者相互の協力

及び連携を支援するため、県に、男女共同参画推進員を置く。

（県民からの申出の処理）

第25条 県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影
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響を及ぼすと認められる施策についての改善の提案の申出及び男女共同参画社会の形成を阻害する

要因による人権の侵害についての県民からの申出を適切かつ迅速に処理するため、県に、申出処理

委員を置く。

２ 県民は、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策若しくは男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策について改善の提案がある場合又は男女共同参画社会の形成

を阻害する要因によって人権を侵害された場合には、申出処理委員に申し出ることができる。

３ 申出処理委員は、前項の規定により県が実施する施策についての改善の提案の申出があった場合

において、必要に応じて、関係者に対し、説明を求め、県が保存する関係書類その他の記録を閲覧

し、又はその写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言、指導、勧告その

他の行為を行うものとする。

４ 申出処理委員は、第２項の規定により人権を侵害された旨の申出があった場合において、必要に

応じて、関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要があると認めるとき

は、当該関係者に助言、是正の要望その他の行為を行うものとする。

第４章 雑則

第26条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。ただし、第25条の規定は、同年10月１日から施行

する。

（附属機関設置条例の一部改正）

２ 附属機関設置条例の一部を次のように改正する。

第１条第１項の表青少年愛護審議会の項の次に次のように加える。

男女共同参画社会づくり条例（平成14年兵庫県条例第11

男女共同参画審議会 号）による男女共同参画社会の形成の促進に関する重要

事項の調査審議及び当該事項に関して必要と認める事項

についての建議に関する事務

（委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

３ 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年兵庫県条例第24号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条第53号及び第54号を次のように改める。

(53) 男女共同参画審議会

(54) 削除

別表第１青少年愛護審議会の項の次に次のように加える。

会 長 日 額 15,500円

男女共同参画審議会 副 会 長 日 額 13,000円

委 員 日 額 12,500円

別表第２青少年愛護審議会の委員の項の次に次のように加える。

男女共同参画審議会の委員 職員旅費条例中８級の職務にある者相当額
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(2) 男女共同参画社会づくり条例施行規則（兵庫県規則第８０号 （平成１４年９月３０日公布））

（趣旨）

第１条 この規則は、男女共同参画社会づくり条例（平成14年兵庫県条例第11号。以下「条例」とい

う ）の施行に関して必要な事項を定めるものとする。。

（申出の方法）

第２条 条例第25条第２項の規定による申出（以下「申出」という ）は、次に掲げる事項を記載し。

た申出書を提出することにより行わなければならない。ただし、申出処理委員が申出書を提出でき

ない特別の理由があると認めるときは、口頭で行うことができる。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関等への相談等の状況

(4) 申出の年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、調査等に当たって参考となる事項

２ 前項ただし書の規定による申出があったときは、申出処理委員は、当該申出に係る同項各号に掲

げる事項を聴取し、これを書面に記録するものとする。

（人権を侵害された旨の申出に係る申出期間）

第３条 条例第25条第４項の人権を侵害された旨の申出は、当該申出に係る人権の侵害があった日か

ら起算して１年以内に行わなければならない。ただし、申出処理委員が１年を経過したことについ

て正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

（調査）

第４条 申出処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を当該申出を行った者（以下

「 」 。） 、 。 、申出者 という 及び当該申出に係る関係者に対し 書面により通知するものとする ただし

当該申出が条例第25条第４項の人権を侵害された旨の申出である場合であって、相当な理由がある

と認めるときは、当該関係者に対し、通知しないことができる。

２ 申出処理委員は、条例第25条第３項の規定により、説明を求め、県が保存する関係書類その他の

記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求め、又は同条第４項の規定により、資料の提出及び説

明を求めるときは、書面によるものとする。

３ 申出処理委員は、調査を終了したときは、その結果を当該申出に係る申出者及び関係者に対し、

書面により通知するものとする。

（調査をしない場合）

第５条 申出処理委員は、申出が次の各号のいずれかに該当する事項に係るものである場合は、当該

申出について調査をしないものとする。

(1) 裁判所において係争中の事案及び判決により確定した事案に関する事項

(2) 行政庁において審理中の不服申立てに係る事案及び裁決又は決定により確定した事案に関する

事項

（ ）(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 昭和47年法律第113号

第13条第１項の規定による紛争の解決の援助又は同法第14条第１項の規定による調停の対象とな

る事案に関する事項

(4) 条例又はこの規則の規定に基づく申出処理委員の行為に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、申出処理委員が調査をすることが適当でないと認める事項

２ 申出処理委員は、前項の場合においては、申出について調査をしない旨及びその理由を、当該申

出に係る申出者に対し、書面により通知するものとする。

（助言、指導、勧告その他の行為等）

第６条 条例第25条第３項の助言、指導、勧告その他の行為及び条例第25条第４項の助言、是正の要

望その他の行為は、書面により行うものとする。

２ 申出処理委員は、前項の行為を行ったときは、その内容を当該申出に係る申出者に対し、書面に

より通知するものとする。

（措置状況の報告）

、 、 、 、第７条 申出処理委員は 条例第25条第３項の助言 指導 勧告その他の行為を行った場合において

必要があると認めるときは、当該関係者に対し、講じた措置の状況について、相当の期限を設けて

報告を求めることができる。

（申出の処理状況の報告等）

、 、 、 、第８条 申出処理委員は 毎年 申出の処理状況に関する報告書を作成し 知事に提出するとともに

これを公表するものとする。
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（身分証明書）

第９条 申出処理委員は、職務を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。

２ 前項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

（補則）

第10条 第２条から前条までに定めるもののほか、申出の処理に関して必要な事項は、知事が別に定

める。

附 則

この規則は、平成14年10月１日から施行する。

別記様式（第９条関係）

（表面）

身 分 証 明 書

5.5

氏名 セ

写 真 ン

任期 チ

メ－

ト

ル

上記の者は、男女共同参画社会づくり条例（平成14年兵庫県条例第11号）

第25条第１項の規定に基づく申出処理委員であることを証明します。

年 月 日交付

兵庫県知事 印

９センチメートル

（裏面）

男女共同参画社会づくり条例（抜粋）

（県民からの申出の処理）

第25条 県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての改善の提案の申出

及び男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権の侵害についての県民

からの申出を適切かつ迅速に処理するため、県に、申出処理委員を置く。

２ 県民は、県が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策若しくは

男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について改善の提案

がある場合又は男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権を侵害さ

れた場合には、申出処理委員に申し出ることができる。

３ 申出処理委員は、前項の規定により県が実施する施策についての改善の提案

の申出があった場合において、必要に応じて、関係者に対し、説明を求め、県

が保存する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要

があると認めるときは、当該関係者に助言、指導、勧告その他の行為を行うも

のとする。

４ 申出処理委員は、第２項の規定により人権を侵害された旨の申出があった場

合において、必要に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及

び説明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言、是正の要望そ

の他の行為を行うものとする。



整理番号

男女共同参画に関する申出書

平成 年 月 日

兵庫県男女共同参画申出処理委員 様

郵便番号

（申出人）住 所

氏 名

電話番号

男女共同参画社会づくり条例第２５条第２項の規定により、次のとおり申出をします。

申 出 の 趣 旨

（解決してもらいたいこと）

申 出 の 内 容

（具体的な内容と経緯）

＜県の施策の場合＞

①どの機関の

②どの施策が

③どのように男女共同参画に

影響を及ぼすのか

＜人権侵害事案の場合＞

①いつ

②どこで

③だれから

④どのようなことを

※書ききれないときは、別の紙

も使用してください

他の機関への相談等の状況 □している □していない

（相談している場合には、具体的に記入してください）例：労働基準監督署、雇用均等

室、人権擁護委員、警察署

等、請願・陳情等

（電話番号、時間帯等）今後の連絡先（特に配慮を
要する場合）

※ 申出人の住所及び氏名は、法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。




